
本商品券を取得するために支払う
寄附金は徳島市の歳入となり、まち
づくりや福祉など地域の活性化に
活用されます。
ふるさと納税を通じた地域活性化
に、ぜひご協力ください！

【問い合わせ先】 徳島市企画政策部企画政策課 ☎ 088-621-5085 ✉ furusato@city-tokushima.i-tokushima.jp

PayPay商品券は、ふるさと納税サイト「さとふる」で寄附をする
ことで、お礼の品として受け取れる電子商品券で、徳島市が登録し
た取扱店舗で使用できる仕組みです。
寄附から取得までの手続きがスマートフォン上ですべて完結する
ため、観光客などが店舗を訪れた際に寄附を行い、その場で即時、
利用可能な商品券を受け取ることができます。

PayPay商品券とは

追加機器の設置や新たな手数料の
負担などはありませんので、気軽に
参加していただけます。
ただし、PayPay決済を取りやめた
場合、本商品券も利用できません
ので、ご注意ください。

観光客を中心に新たな顧客への
PRが可能になるほか、商品券が使
えることで、少し高価なメニューへ
のグレードアップが検討されるなど、
店舗の売上アップにつながること
が期待されます。

対象業種
及び

登録基準

申込方法

インターネットから申し込む

上記QRコードから徳島市公式HP

にアクセスし、申込書（エクセル）を

ダウンロードして、必要事項を記入

の上、メールでご提出ください。

furusato@city-tokushima.i-tokushima.jp

郵送・持参で申し込む

裏面の申込書を次の住所に郵送、

または持参してください。

〒770-8571 徳島市幸町2-5
徳島市役所企画政策課

ふるさと納税担当

ポイント1

事業者の追加負担なし!!

ポイント2

売上アップに効果アリ!!

ポイント3

地域活性化にも大貢献!!

申込内容を確認した後、
登録の可否を市から
ご連絡します。

徳島市公式HP

飲食店

市内店舗で主たる調理が行われている。
商品券の利用は店内での飲食代金に限る。
徳島にゆかりのある食事を提供している。
全国展開している飲食店ではない。

観光・レジャー

提供場所が徳島市内である。
商品券の利用は体験代金に限る。
徳島にゆかりのある体験である。


